
大阪市老人クラブ育成補助金交付要綱 

 

制定 昭 60 年６月１日 

改定 令 ３年４月１日 

 

第１条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則（平成１８年大阪市規則第７号。以下

「市規則」という。）に定めるもののほか、大阪市老人クラブ育成補助金（以下「補

助金」という。）の交付に係る申請、決定等について必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、第３条第１項に規定する老人クラブ、同条第２項に規定する

区老人クラブ連合会及び同条第３項に規定する大阪市老人クラブ連合会が実施す

る老人クラブの活動促進事業に対し、予算の定めるところにより、事業費の一部を

補助することにより、本市の地域内で組織されている老人クラブの育成を図ること

を目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において､老人クラブとは､おおむね小学校区ごとに組織され、高齢

者の老後の生活を健全で豊かなものにし、高齢者の福祉の増進に資することを目的

として結成されたクラブであって、別に定める老人クラブ運営基準に準拠して組織

され、かつ、市長が承認したものをいう。 

２ 区老人クラブ連合会（以下「区老連」という。）とは、各区の地域を範囲として、

当該地域内の老人クラブによって組織され、老人クラブの連絡協調をはかり、老人

クラブの発展と福祉の向上に資することを目的とした組織をいう。 

３ 大阪市老人クラブ連合会（以下「大老連」という。）とは、本市の地域を範囲とし

て、当該地域内の老人クラブによって組織され、区老連、老人クラブの連絡協調を

はかり、老人クラブの発展と福祉の向上に資することを目的とした組織をいう。 

 

（補助対象） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、次にかかげる費用とする。 

 (1) 老人クラブが実施する次に掲げる事業に要する別表１に定める経費 

    ア 会員の教養の向上に関する事業 

  イ 会員の健康の増進に関する事業 

   ウ 社会福祉活動等の地域活動に関する事業 

 (2) 大老連が実施する次に掲げる事業に要する別表１に定める経費 

     ア 老人スポーツ大会及びスポーツの振興に関する事業 

   イ 老人クラブ研修会（研修記録を作成しアンケートを実施すること） 

   ウ 老人クラブリーダー育成事業 



   エ その他大老連活動の促進につながる諸事業 

 (3) 区老連が実施する次に掲げる事業に要する別表１に定める経費 

   ア 老人クラブ研修会（研修記録を作成しアンケートを実施すること） 

   イ 地域住民並びに他世代との交流促進事業 

   ウ 友愛訪問活動 

   エ その他区老連活動の促進につながる諸事業 

 

（補助金の交付額） 

第５条 前条第１号の規定による補助金の交付額は、１老人クラブにつき、補助対象

経費の２分の１（百円未満は切捨てとする。）を上限とし、年額 90,000 円の範囲内

とする。ただし、年度途中に新設、解散、休止又は再活動する老人クラブについて

は、7,500 円（年額 90,000 円を 12 月で割った額）に活動月数を乗じた額の範囲内

とする。 

２ 前項の規定による補助金は、老人クラブの結成について市長が承認した月の翌月

から交付する。 

３ 前条第２号の規定による補助金の交付額は、補助対象経費の２分の１（百円未満

は切捨てとする。）を上限とし、予算の定める範囲内とする。 

４ 前条第３号の規定による補助金の交付額は、補助対象経費の２分の１（百円未満

は切捨てとする。）を上限とし、別表２の各算定基準により算出した額の合計額の

範囲内でかつ、予算の定める範囲内とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を申請しようとする者は、「大阪市老人クラブ育成補助金交付

申請書〔様式第１号〕」に市規則第４条に掲げる事項を記載し、事業開始前日まで

に市長に提出しなければならない｡ 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 (1) 事業計画書（補助事業に関する事業効果やアンケート等の効果測定の方法、

事業にかかる広報の方法等を明記すること） 

 (2) 収支予算書 

 (3) 老人クラブ数・会員数の確認ができるもの（第４条第２号に定める経費にか

かる補助金を申請する場合は除く。） 

 

（補助金の交付） 

第７条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、

必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目

的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、

補助金の交付決定をしたときは、「大阪市老人クラブ育成補助金交付決定通知書〔様

式第２号〕」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたとき



は、理由を付して「大阪市老人クラブ育成補助金不交付決定通知書〔様式第３号〕」

により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。 

３ 市長が当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定に

あたり、通常要すべき標準的な期間は６０日とする。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 補助金の交付の申請を行った者は、第７条第１項の規定による通知を受領し

た場合において、当該通知の内容又は市規則第８条第１項の規定によりこれに付さ

れた条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、「大阪市老人クラブ育成

補助金交付申請取下書〔様式第４号〕」により申請の取下げを行うことができる。 

２ 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から

起算して１０日以内とする。 

 

（交付の時期等） 

第９条 市長は、補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の完了

前に、その全部または、一部を概算払いにより交付するものとする。 

２ 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は第７条第１項に

基づき決定された補助金の額の範囲内で概算払いによる交付を市長に請求するも

のとする。 

３ 市長は、前項の規定による概算払いによる交付の請求を受けたときは、概算払い

による交付を行う必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から

３０日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。 

 

（補助事業の変更等） 

第１０条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更（軽微な変更を除く。）しようとす

るときは、「大阪市老人クラブ育成補助金 補助事業変更承認申請書〔様式第５号〕」

を、補助事業の中止又は廃止しようとするときは、「大阪市老人クラブ育成補助金 

補助事業中止・廃止承認申請書〔様式第６号〕」を市長に提出し、承認を受けなけ

ればならない。 

２ 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更のない場

合に限る。また、新たに老人クラブを結成した際の第４条第 1号に定める経費にか

かる補助金を申請している場合は除く。 

 (1) 申請書に添付された収支予算書に記載された内容の１０％を超えない範囲で

の変更。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第１１条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更によ

り特別の事情が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、

又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。 



２ 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、「大阪市老人クラブ育

成補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書〔様式第７号〕」により補助事

業者に通知するものとする。 

３ 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲

げる経費に限り、補助金を交付することができる。 

 (1) 補助事業に係る機械器具の撤去その他の残務処理に要する経費 

 (2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払い

に要する経費 

４ 第６条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。 

５ 補助事業者は、第２項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の補助

金の額がすでに交付を受けた補助金額を下回っているときは、通知を受けた日から

２０日以内に、すでに支出した補助金の額を市長が交付する納付書により戻入しな

ければならない。 

６ 補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第３項の規定による補助

金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。 

 

（補助事業等の適正な遂行） 

第１２条 補助事業者は補助金の他の用途への使用をしてはならない。 

 

（立入検査等） 

第１３条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、

補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得たうえで職員に当該補

助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、もしくは関係

者に対して質問させることができる。 

 

（事業実績報告） 

第１４条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業等が継続して行われて

いる場合には各年度の末日）又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、「大阪市

老人クラブ育成補助金実績報告書〔様式第８号〕」に市規則第１４条に掲げる事項

を記載し、市長に提出しなければならない。 

２ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 (1) 収支決算書 

 (2) 事業実績報告書（老人クラブ研修会を実施した場合は、研修記録及びアンケ

ート結果を含む。） 

 (3) 領収書 

 

（補助金の額の確定） 

第１５条 市長は、前条第１項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告

書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査により、当該報告に係る補助事



業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであ

るかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、

「大阪市老人クラブ育成補助金額確定通知書〔様式第９号〕」により補助事業者に

通知するものとする。 

 

（補助金の精算） 

第１６条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額の確定に係る通知を受けたと

きは、速やかに、「大阪市老人クラブ育成補助金精算報告書〔様式第１０号〕」（以

下「精算書」という。）を作成しなければならない。ただし、年度の末日までに補

助事業等が行われている場合又は補助事業等が継続して行われている場合にあっ

ては、概算払いによる交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。 

２ 補助事業者は精算書を当該補助事業の完了後２０日以内（補助事業等が継続して

行われる場合には各年度の末日から２０日以内）に市長に提出しなければならない。 

３ 前２項の規定に関わらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払いに係る精算

内容を表記し、かつ、収支決算書により表記された精算金額と前条により通知され

た金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出し

たものとみなす。 

４ 市長は、第１項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算

により余剰又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなけれ

ばならない。 

５ 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から２０

日以内に、余剰金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係

る請求をしなければならない。 

６ 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた

日から３０日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。 

 

（決定の取消し） 

第１７条 市長は、市規則第１７条第３項の規定による通知においては、市長は「大

阪市老人クラブ育成補助金交付決定取消書〔様式第１１号〕」により通知するもの

とする。 

２ 市長は、補助事業者が、補助金等を他の用途に使用したり、偽りその他不正な手

段により交付を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき、補助金交付

決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき並びに補

助事業者が、政治的行為を行ったと認められる場合や法令又は公序良俗に反する活

動を行ったときには、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができ

る。 

３ 前項の規定による取消をした場合は、第１項に準じて通知するものとする。 

４ 第 1項及び第２項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用がある

ものとする。 



 

（関係書類の整備） 

第１８条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿及び

領収書等を常に整備し、第１５条の通知を受けた日から５年間保存しなければなら

ない。 

 

（関係書類の公表） 

第１９条 市長は、補助事業にかかる事業計画書並びに実績報告に関する関係処理に

ついて、原則として公表するものとする。なお、補助事業者においても自主的に公

表するよう努めることとする。 

 

附 則 

この要綱は、昭和６０年６月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から実施し、平成１８年度以降の予算により支出す

る補助金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成１９年２月９日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から実施し、平成１９年度以降の予算により支出す

る補助金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行し、平成２０年度以降の予算により支出す

る補助金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行し、平成２１年度以降の予算により支出す

る補助金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行し、平成２２年度以降の予算により支出す

る補助金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行し、平成２３年度以降の予算により支出す

る補助金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行し、平成２４年度以降の予算により支出す

る補助金について適用する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行し、平成２５年度以降の予算により支

出する補助金から適用する。 



２ この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）において、この要綱による改正後

の大阪市老人クラブ育成補助金交付要綱（以下「改正後の要綱」という。）第４条

に定める資格を有すべき者は、施行日前であっても、大阪市老人クラブ育成補助金

について、改正後の要綱第６条の規定による交付の申請をすることができる。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行し、平成２６年度以降の予算により支出す

る補助金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行し、平成２８度以降の予算により支出する

補助金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行し、様式については令和３年度の申請より適

用する。 

 

 

 

 

 

 

 



別 表 

 

別表１ 補助対象となる経費（第４条第１号、第２号及び第３号関係） 

 

経費区分 内容等 

報償費 講師、看護師、審判、司会及びイベント手伝い等に対する

謝礼 

ただし、老人クラブ会員に対する報酬は除く。 

備品購入費 会員の健康の増進に関する事業等に係るスポーツ用品等 

概ね５，０００円を超える参考図書購入費 

ただし、週刊、月刊又は年刊の図書は消耗品とする。 

印刷製本費 資料、文書、パンフレット及び冊子等の印刷経費 

消耗品費 文房具等事務用品及び材料費 

通信運搬費 郵便料金、運送費及び団体利用による交通費等 

ただし、社会見学等の現地視察に係る交通費については、

団体利用に限らない。 

使用料 会場、船車及び器具等借り上げ経費 

委託料 会場設営に係る経費 

筆耕翻訳料 賞状の筆耕及び手話通訳等に係る経費 

食糧費 飲料水（お茶、水、スポーツドリンクのみとする。） 

団体保険料 団体事業に係るスポーツ保険等 

手数料 上記経費に係る振込手数料 

※上記経費について、個人給付は認めない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表２ 区老連事業補助金算定基準（第５条第４項関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 老人クラブ数及び会員数の算出の基準日は、補助金の交付を受ける前年度の

３月１日とする。ただし、補助事業開始時点で休止又は解散する老人クラブを 

除く。 

 

２ 友愛訪問活動件数は、前年度実績を上限とする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区老連あたり定額分 
一区老連あたり 

年間 ８４，０００円 

老人クラブ数より算出するもの 
一老人クラブあたり 

年間  ６，５００円 

会員数より算出するもの 
一会員あたり 

年間     ８０円 

友愛訪問活動件数より算出するもの 
一件あたり 

年間    ５００円 



〔様式第１号〕 

  年  月  日  

 

大 阪 市 長 様 

 

所 在 地 

名    称 

代表者の氏名             

 

 

大阪市老人クラブ育成補助金交付申請書 

 

 

標題の補助金について交付を受けたいので、大阪市老人クラブ育成補助金交付要綱

第６条の規定により、関係書類を添えて次のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 補助金交付申請額及びその算出の基礎 

 

申 請 額    金          円 

 

 

２ 補助金交付対象事業の名称、目的及び内容 

 (1) 名称 

 (2) 目的 

 (3) 内容 

 

３ 補助事業等の開始日及び完了予定日 

       年  月  日 ～     年  月  日 

 

 

４ 添付書類 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 

(3) 老人クラブ数・会員数の確認ができるもの 

（第４条第２号に定める経費にかかる補助金を申請する場合は除く） 



〔様式第２号〕 

                                     大阪市指令福祉第    号 

  年  月  日 

 

様 

 

大阪市長  

 

大阪市老人クラブ育成補助金交付決定通知書 

 

  年  月  日付けで申請のありました大阪市老人クラブ育成補助金については、次

のとおり交付することとしたので、大阪市老人クラブ育成補助金交付要綱第７条第１項の規定に

より通知します。 

 

記 

 

１ 補助金交付額   金          円 

 

２ 補助金交付の条件 

(1) 補助金交付対象事業（以下「補助事業」という。）の内容、経費の配分又は執行計画の変更

（大阪市老人クラブ育成補助金交付要綱第１０条第２項に規定する軽微な変更を除く。）をす

る場合には、市長の承認を受けるべきこと。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けるべきこと。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、

速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。 

(4) 市長が、補助金の適正な執行を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又は本市職

員に当該補助事業者の事業所、事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若し

くは関係者に質問させる必要があると認めたときは、これに協力すべきこと。 

(5) その他、大阪市補助金等交付規則（平成１８年大阪市規則第７号。以下「市交付規則」とい

う。）及び大阪市老人クラブ育成補助金交付要綱の規定を遵守すべきこと。 

 

３ その他 

(1)  市交付規則第１１条の規定により、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿

等を常に整備し、補助金の額の確定通知書を受けた日から５年間保存すること。 

(2)  本通知の決定内容（交付の条件を含む。）に不服があるときは、この通知を受け取った日

の翌日から起算して１０日以内に申請の取下げをすることができる。 



〔様式第３号〕 

                   大阪市指令福祉第    号 

  年  月  日 

 

様 

 

大阪市長        

 

 

大阪市老人クラブ育成補助金不交付決定通知書 

 

 

  年  月  日付けで申請のありました大阪市老人クラブ育成補助金については、次

の理由により交付しないこととしたので、大阪市老人クラブ育成補助金交付要綱第７条第２項の

規定により通知します。 

 

記 

 

１ 交付しない理由 



〔様式第４号〕 

 

  年  月  日  

 

大 阪 市 長 様 

 

所 在 地 

名    称 

代表者の氏名             

 

 

大阪市老人クラブ育成補助金交付申請取下書 

 

 

  年  月  日付け大阪市指令福祉第    号にて通知のありました大阪市老人ク

ラブ育成補助金の交付決定については、大阪市老人クラブ育成補助金交付要綱第８条の規定によ

り、次のとおり申請を取り下げます。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定通知書を受け取った日       年  月  日 

 

２ 取下げの理由 



〔様式第５号〕 

 

  年  月  日  

 

大 阪 市 長 様 

 

所 在 地 

名    称 

代表者の氏名             

 

 

大阪市老人クラブ育成補助金 補助事業変更承認申請書 

 

 

  年  月  日付け大阪市指令福祉第    号にて補助金の交付決定を受けた補助

事業について、大阪市老人クラブ育成補助金交付要綱第１０条の規定により、次のとおり承認を

申請します。 

 

記 

 

１ 変更する内容及びその理由 



〔様式第６号〕 

 

  年  月  日  

 

大 阪 市 長 様 

 

所 在 地 

名    称 

代表者の氏名             

 

 

大阪市老人クラブ育成補助金 補助事業中止・廃止承認申請書 

 

 

  年  月  日付け大阪市指令福祉第    号にて補助金の交付決定を受けた補助

事業について、大阪市老人クラブ育成補助金交付要綱第１０条の規定により、次のとおり中止・廃

止の承認を申請します。 

 

記 

 

１ 中止・廃止の理由（中止の場合は、その期間） 



〔様式第７号〕 

 

大阪市指令福祉第    号  

  年  月  日  

 

様 

 

大阪市長  

 

 

大阪市老人クラブ育成補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書 

 

 

  年  月  日付け大阪市指令福祉第    号にて交付決定しました大阪市老人ク

ラブ育成補助金については、大阪市老人クラブ育成補助金交付要綱第１１条の規定により、次の

とおり取消・変更したので通知します。 

 

記 

 

１ 取消・変更の内容 

 

 

 

２ 取消・変更の理由 



〔様式第８号〕 

 

  年  月  日  

 

 大 阪 市 長 様 

 

所 在 地 

名    称 

代表者の氏名             

 

 

大阪市老人クラブ育成補助金実績報告書 

 

 

  年  月  日付け大阪市指令福祉第    号にて補助金の交付決定を受けた補助

事業について、大阪市老人クラブ育成補助金交付要綱第１４条の規定により、次のとおり実績を

報告します。 

 

記 

 

１ 補助金交付対象事業の名称 

 

 

２ 補助金の予定金額   金          円 

 

 

３ 添付書類 

(1) 収支決算書 

(2) 事業実績報告書 

  （老人クラブ研修会を実施した場合は、研修記録及びアンケート結果を含む。） 

(3) 領収書 



〔様式第９号〕 

大福祉第      号  

  年  月  日  

 

様 

 

大阪市長  

 

 

大阪市老人クラブ育成補助金額確定通知書 

 

 

  年  月  日付け大阪市指令福祉第    号にて交付決定しました大阪市老人ク

ラブ育成補助金については、次のとおり補助金額を確定しましたので、大阪市老人クラブ育成補

助金交付要綱第１５条の規定により、通知します。 

 

記 

 

 

１ 確定金額   金          円 



〔様式第１０号〕 

  年  月  日  

 

 大 阪 市 長 様 

 

所 在 地 

名    称 

代表者の氏名             

 

 

大阪市老人クラブ育成補助金精算報告書 

 

 

  年  月  日付け大阪市指令福祉第    号にて補助金の交付決定を受けました

補助事業について、大阪市老人クラブ育成補助金交付要綱第１６条の規定により、次のとおり精

算内容を提出します。 

 

記 

 

１ 精算内容  受領額          金        円 

      支出額          金        円 

      差引余剰（又は不足）額  金        円 

 

 

２ 添付書類 

 (1) 収支決算書 

 



〔様式第１１号〕 

大阪市指令福祉第    号  

  年  月  日  

 

様 

 

大阪市長  

 

 

大阪市老人クラブ育成補助金交付決定取消書 

 

 

  年  月  日付け大阪市指令福祉第    号にて交付決定しました大阪市老人ク

ラブ育成補助金については、次のとおり取り消しましたので、大阪市老人クラブ育成補助金交付

要綱第１７条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 取消の内容 

 

 

 

２ 取消の理由 

 

 

 


